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中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例

中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年中野区条例第１３号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

１９ 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例（令和５年中野区条例第 号）の施行の日から令和

６年３月３１日までの間に出発する旅行について費用弁償として支

給する旅費に係る第５条第２項及び第４項の規定の適用については、

同条第２項及び第４項中「３，０００円」とあるのは、「１，５０

０円」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

本条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間に出発する旅行

に係る費用弁償の額の特例措置を定める必要がある。


